
住宅火災による死者のうち、高齢者の割合が
過半を占めており、それを低減するために有効
である住宅用火災警報器の早期普及を目指し、
消防団、婦人防火クラブ、自主防災組織等と連
携した普及活動に努めた。
さらには高齢者を中心に増加する住宅火災に

よる死者数の大幅な低減を図るため、春・秋の
全国火災予防運動を通じて「高齢者等の災害時
要援護者の把握とその安全対策に重点を置いた
死者発生防止対策の推進」等を重点項目として、
地域が一体となって高齢者等の災害時要援護者
に対し、住宅用火災警報器等の早期設置や防炎
品の普及促進を含めた総合的な住宅防火対策を
推進した。
さらに、平成１８年１月に発生した認知症高齢

者グループホーム火災を踏まえて、１９年６月に
消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）及び消防
法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）の一部
を改正し、火災発生時に自力で避難することが
著しく困難な者が入所する社会福祉施設等につ
いて、防火管理者の選任及びスプリンクラー設
備の設置を行わなければならない施設の範囲を
拡大するとともに、当該施設について、スプリ
ンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の
基準の整備等を行った。
災害時要援護者の避難支援ガイドラインの周

知徹底を図るとともに、要援護者避難支援対策
の必要性等についての認識を深めるため、シン
ポジウムの開催や普及啓発ビデオの作成を行
い、全国キャラバンの展開等を通じて、避難支
援プラン全体計画の策定など、市町村を中心と
した避難支援体制の整備に向けた取組の促進を
図った。
また、地震、津波、高潮等の災害発生時にお

いて、居住者や漁港就労者、来訪者の安全を確
保する等の観点から、「災害に強い漁業地域づ

くりガイドライン」の普及を図り、防災力の強
化を図った。
そのほか、山地災害からの生命の安全を確保

するため、病院、社会福祉施設等の災害時要援
護者関連施設が隣接している山地災害危険地区
等について、治山施設の設置や荒廃した森林の
整備等を計画的に実施した。

（４）快適で活力に満ちた生活環境の形成
ア 快適な都市環境の形成
誰もが身近に自然とふれあえる快適な環境の

形成を図るため、歩いて行ける範囲の公園の整
備など、都市公園等の計画的な整備を行ってい
る。
また、良好な水辺空間の整備を行うことによ

り、河川、海岸等は、高齢者にとって憩いと交
流の場として重要な役割を果たしてきた。

イ 活力ある農山漁村の形成
（ア）高齢者の能力発揮のための条件整備
「食料・農業・農村基本法」（平成１１年法律

第１０６号）に基づき策定された「食料・農業・
農村基本計画」（平成１７年３月閣議決定）を踏
まえ、意欲のある高齢農業者が、その意識と技
能をいかしつつ、生きがいをもって活動できる
よう、高齢農業者による担い手への支援や集落
営農への参画を促進した。また、都市住民との
交流及び農地や農業用水など地域資源の保全管
理等を促進するとともに、高齢者活動支援施設
等の整備を実施した。
加えて、「森林・林業基本法」（昭和３６年法律

第１６１号）に基づき策定された「森林・林業基
本計画」（平成１８年９月閣議決定）を踏まえ、
高齢林業者の技術の伝承、豊かな社会経験に基
づく知恵の活用に向けた支援を行うこと等によ
り、高齢者の活動を促進した。
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さらに、「水産基本法」（平成１３年法律第８９
号）に基づき策定された「水産基本計画」（平
成１９年３月閣議決定）を踏まえ、高齢者に配慮
した施設整備を推進しつつ、高齢者の技術と能
力を生かした水産関係活動を促進した。

（イ）新たな担い手の定着及び育成確保の推進
地域の次代を担う若年層の定着化を図るた

め、地域の基幹産業の振興、多様な就業機会の
確保に取り組んだ。
また、新たな担い手の育成確保を図るため、

啓発活動、就業相談、研修等を実施するととも
に、農業・林業・水産業に新たに就業する際の
準備資金や研修資金の貸付けを行った。

（ウ）生活環境の整備の推進
農山漁村の健全な発展と活性化を図るため、

農山漁村地域の農林水産業生産基盤と生活環境
の一体的・総合的な整備を推進し、都市にも開
かれた美しくゆとりある農山漁村空間の創出を
図った。
また、高齢者が安心して活動し、暮らせるよ

う、農山漁村における農業施設等のバリアフ
リー化等の整備、農業協同組合や組合員組織が
行う介護等の高齢者福祉活動が活発に行われる
ためのリーダー等の育成等の支援などを行った。
さらに、高齢者による農作業中の事故が多く

なっている実態を踏まえ、高齢者が安全に作業
できるよう、事故実態の詳細な調査・分析、安
全意識の啓発等を行った。
そのほか、漁村の生活環境、交流、情報通信

等の社会基盤を地域特性に応じて整備した。

５ 調査研究等の推進

「調査研究等の推進」については、高齢社会
対策大綱において、次のような方針を示してい

る。

科学技術の研究開発とその活用は、高齢
化に伴う課題の解決に大きく寄与するもの
であることから、高齢者に特有の疾病及び
健康増進に関する調査研究、高齢者の利用
に配慮した福祉用具、生活用品、情報通信
機器等の研究開発など各種の調査研究等を
推進するとともに、そのために必要な基盤
の整備を図る。

（１）各種の調査研究等の推進
ア 高齢者に特有の疾病及び健康増進に関する
調査研究等
認知症、悪性新生物（がん）等の高齢期にか

かりやすい疾患については、研究事業等におい
て研究を推進した。
高齢者に特徴的な疾病・障害の予防、診断及

び治療並びにリハビリテーションについての研
究を実施した。また、高齢者を支える基盤とし
ての介護保険制度について、予防給付・地域支
援事業の評価、介護保険財政・サービス経営の
分析、高齢者の栄養状態の改善、医療と介護の
総合的提供体制の確立に取り組んだ。
また、がんについては、平成１９年４月に施行

された「がん対策基本法」（平成１８年法律第９８
号）に基づき、１９年６月に閣議決定された「が
ん対策推進基本計画」において、がん患者を含
めた国民が、進行・再発といった様々ながんの
病態に応じて、安心・納得できるがん医療を受
けられるよう、「がんによる死亡者の減少」及
び「すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽
減並びに療養生活の質の維持向上」が全体目標
として設定されている。がん対策に資する研究
については、この全体目標を実現するために、
難治がんに関する研究や長期的な療養の状況把


